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印

学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
（
抄
）

第
十
六
条

管
理
者
は
、
学
校
施
設
の
返
還
を
命
ず
る
た
め
、
そ
の
他
こ
の
政
令
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
職
員
を
し
て
、
学
校
施
設
そ
の
他
の
土
地
及
び
工
作
物
に
立
ち
入
り
、
学
校
施
設
、
学
校
施
設
に
あ
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件

及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
帳
簿
書
類
に
つ
き
、
必
要
な
測
量
又
は
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
立
ち
入
る
べ
き
土
地
又
は
工
作
物
及
び
立
ち
入
る
べ
き
日
時
を
指
定
し

て
、
そ
の
占
有
者
又
は
所
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
占
有
者
若
し
く
は
所
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
、
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
八
条

当
該
職
員
が
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
学
校
施
設
の
引
渡
を
受
け
、
又
は
土
地
若
し
く
は
工
作
物
に
立
ち

入
り
、
測
量
若
し
く
は
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
且
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

左
に
掲
げ
る
者
は
、
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
千
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
省
略
）

二

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
移
転
又
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
立
入
、
測
量
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

三

（
省
略
）

第
三
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し

て
、
前
二
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
外
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


